
1.自然を愛し、心のふれ合う、平和なまちにします。
1.仕事に誇りをもち、力をあわせて、豊かなまちにします。町

民

祝！新成人祝！新成人祝！新成人祝！新成人

新緑の五社山登山を
楽しむ　

No. 461112002009.2009.
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2009年成人式2009年成人式

2009年成人式2009年成人式
祝！！

2009年2009年 成人式成人式
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新しく成
人を迎えられた方々
祝 成人成人成人
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第4回広野町議会定例会第4回広野町議会定例会
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戸籍電算化戸籍電算化の概要概要戸籍電算化の概要
１   処理速度の向上

２   見やすく
　　分かりやすい記載

お知らせ

※１複雑な事例（戸籍届）を除
きます。

※２先祖の遡り等の場合、戸
籍検索だけで60分程度か
かる場合もあります。

証明発行 現　　在 電算化後

記　載 約1週間 2日前後（開庁日受付の場合）※1

証明発行 約５～60分　※2 2～3分

平成21年3月30日（月）より戸籍事務が電算化されます。

紙��戸��籍

コンピューター戸籍

���������� ��

広野町に本籍、住民票登録がある方の地番表示から 『の』 を消除し、 『番』 を 『番地』 に修正します。

　　１２３番地の１　　　　　１２３番地１
　　２３４番の1　　　　　　 ２３４番地１
　　３４５番地のイ号　　　　 修正無し

通常 『番』 での表示は土地登記上の表示であり戸籍や住民票での表示は 『番地』 となります。

小字表記が旧表示の方を対象に法務局での登記表示に更正します。
法務局においても土地登記簿電算化が完了しており、既に小字表記等の統一が図られています。

　　　廣野町　　   　  広 野 町
　 　 　 西 ノ 澤 　 　   　  西 の 沢
　 　 　 北 ノ 内 前 　   　  北 の 内 前
　 　 　 火 ノ 口 　 　   　  火 の 口 　　など

戸籍電算化の概要
３   文字の正字化

４   小字（こあざ）表記の変更

５   地番表示の修正

③文字の正字化、④小字表記の変更や⑤地番表示の修正は、名称・
地番号を別のものにするのではなく、表記上の修正ですので資格証等
の変更手続きは必要ないと考えられますが、資格証等の発行者から変
更・修正要請があった場合は、戸籍証明・住民票を無料発行いたしま
すので資格証等を戸籍の窓口へ持参してください。

お知らせお知らせお知らせ

電算化後現  在

俗字・誤字を正字化します。

文字の正字化は 『氏名の変更』 ではなく、 戸籍表記上の修正です。　
　
　 正 字 とは　常用漢字表 （漢和辞典・康煕字典） などで裏づけがある文字

　 俗 字 とは　常用漢字表 （漢和辞典・康煕字典） で俗字とされている文字

 　誤 字 とは　正字・俗字に属さない文字、戸籍記載者や届出者の書き癖による文字
　
　　　文字の正字化について、次号、詳細な説明を予定しております。

こ う き

こ う き

表記の
変更

表示の
修正

せい　じ　 か

平成平成2121年3月3030日（月）より戸籍事務戸籍事務が電算化電算化されます。されます。平成21年3月30日（月）より戸籍事務が電算化されます。

詳しくは、町民保健グループ戸籍担当へ　　27－2113

紙��戸��籍

コンピューター戸籍
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◆市区町村や総務省などがATM（銀行・コンビニなどの現金自
動預払機）の操作をお願いすることは、絶対にあリません。

◆ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらう
ことは絶対にできません。

◆市区町村や総務省などが、「定額給付金」の給付のために、手
数料などの振込を求めることは絶対にあリません。

◆現時点で、市区町村や総務省などが住民の皆様の世帯構成
や銀行口座の番号などの個人情報を照会することは、絶対
にありません。

今般、与党において決定された「定額給付金」について
は、住民の皆様へのご連絡や給付を行う段階ではありま
せん。具体的な給付の方法などが決まリ次第、速やかに
広報いたします。

ご自宅や職場などに市区町村や総務省（の職員）などを

かたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、

お住まいの市区町村や最寄りの警察署（または警察相談

電話（＃9110））にご連絡ください。

総務省
より

定額給付金の給付を
よそおった
「振り込め詐欺」や
「個人情報の詐取」に
ご注意ください。
!

このため、「定額給付金」に関して、
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長寿医療保険料及び国民健康保険税が年金からの徴収（特
別徴収）となっている方は、来年度から「年金からのお支払」か
「口座振替」のどちらかを選択できるようになります。
現在は「年金からのお支払」から「口座振替」へ変更するため

には、一定の条件を満たす方のみが対象となっておりました
が、来年度からはこの条件が撤廃され、申出により町が認める
方すべてに口座振替による保険料の納付が可能となります。

１ 町が認める方とは、町民税、固定資産税、国民健康保
険税などに滞納が無い方です。

２ お手続きに際しては、口座振替依頼書の提出が必要と
なりますので、①振替口座の預金通帳（※）、②印鑑、③
保険証をご持参くださいますようお願いいたします。
　なお、役場窓口での手続き後、届出いただいた通帳の
金融機関窓口で口座振替の依頼をしていただくことと
なります。
　※口座振替が可能な金融機関

●東邦銀行　本店・支店
●あぶくま信用金庫　広野支店
●ふたば農協　広野支店
●いわき信用組合　楢葉支店（国民健康保険税のみ）
●ゆうちょ銀行（国民健康保険税のみ）

３ 口座からのお支払に変更した場合、その社会保険料控
除は、口座振替により支払った方に適用されます。

 「年金からのお支払」から「口座振替」でのお支払に
変更を希望される方は、平成21年1月23日（金）までに
広野町役場の担当窓口までお越しくださいますよう
お願いいたします。

■長寿医療（後期高齢者医療）
　保険料の担当窓口

　

長寿医療 （後期高齢者医療） 保険料及び
国民健康保険税のお支払について

◆詳しい内容については、上記の各担当窓口までお問い合わせください。

ご注意いただきたいことご注意いただきたいことご注意いただきたいこと

町民保健グループ　 27－2113

■国民健康保険税の
　担当窓口　

税務グループ　 27－4160
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　本町では、地球温暖化対策と新エネルギー活用の促進、循環型のまちづくり推進と環境保全の意識高揚
を図ることを目的に住宅用新エネルギーシステム設置費補助事業を実施しております。本年度分につきま
しては既に予定件数に達したため、募集を終了しておりましたが平成20年12月24日、国は補正予算に
よる平成20年度住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の募集開始を発表しました。これは、京都議定
書目標達成計画等で示されている太陽光発電の導入目標達成やシステム価格の低下を促すこと等を目的と
しております。国の目的に鑑み本町においても下記のとおり追加募集を行うことといたしました。

3つの習慣

●募集期間　平成21年１月13日（火）～３月19日（木）
 ※平成21年３月19日（木）までにシステム設置費補
助金実績報告書兼工事完了報告書（様式第５号）
提出までを終えていただくこととなります。

●対象システム　太陽光発電システム

●補助金額　出力１kwあたり60,000円
　　　　　　最高４kwまで、上限は240,000円
　なお、補助金の交付を受けるためには申請等の手
続が必要となりますので、詳しくは役場総務課企画
グループまでお問い合わせください。

●お問い合わせ先

総務課企画グループ
　27－2114
HP　http://www.town.hirono.fukushima.jp/

※当初の募集終了日（平成20年11月１日）以降に太
陽光発電システムを設置された方は、企画グループ
までご相談下さい。
※町の補助金と国の補助金を同時に受けることが可能
です。(平成21年１月13日以降に応募、設置される方)

平成20年度

●募集期間　平成21年１月13日（火）～３月31日（火）

●補助金額 対象システムを構成する太陽電池モ
ジュールの公称最大出力１kw当たり
７万円

※要件の詳細は、有限責任中間法人太陽光発電
協会の定める「住宅用太陽光発電導入支援対
策費補助金交付規程」に規定。
（URL：http://www.j-pec.or.jp 参照）

●お問い合わせ先
有限責任中間法人太陽光発電協会内
ＵＲＬ　http://www.j-pec.or.jp
太陽光発電普及拡大センター（J-PEC）
ＴＥＬ　043－239－6200
ＦＡＸ　043－239－6201

国の平成20年度
住宅用太陽光発電導入支援
対策費補助金概要
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問

裁判員制度

法律の知識がなくても大丈夫ですか?

裁判員は、法廷で聞いた証人の証
言などの証拠に基づいて、他の裁
判員や裁判官とともに行う評議を
通じ、被告人が有罪か無罪か、有
罪だとしたらどのような刑にする
べきかを判断します。例えば目撃
者の証言などに基づいて、被告人が
被害者をナイフで刺したかどうか
を判断することは、みなさんが、
日常生活におけるいろいろな情報
に基づいて、ある事実があったか
なかったかを判断していることと
基本的に同じであり、特に法律知
識は必要ありません。なお、有罪
か無罪かの判断の前提として法律
知識が必要な場合は、裁判官から
分かりやすく説明されますので、
心配ありません。

大丈夫です。
日常生活で行っている
判断をしてください。
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先
進
地
視
察
研
修
に
参
加
し
て

福島県の平成18年度からの「森林環境税」導入に伴い、
交付金事業の一環として「森林環境学習」が創設されました。
その事業の内容は、児童・生徒が実際に木とふれ合い、

木の良さを実感することにより、自然の恵み生命力等を学
び、森林を守り育てる意識の醸成を図るものです。小・中
学校では「木工教室」を開催しました。

★４年生の図工の時間を学習
時間に充て、講師に福島県
もりの案内人さんを迎え、
行いました。

★３年生の技術の時間を
学習時間に充て、講
師に大工（八巻建築）
八巻　隆氏（広野町南
沢）を迎え行いました。

平成20年度�森林環境交付金事業平成20年度�森林環境交付金事業

広野
小学校

広野
中学校

▲先進地視察

▼協力いただいた坂本木材さん

▲作業の様子

広野
小学校広野

中学校

広
野
町
収
穫
祭
実
行
委
員
会
　
委
員
長
　
芳
　
賀
　
吉
　
幸
　

私
達
、
収
穫
祭
実
行
委
員
7

名
は
、
去
る
11
月
22
日
、
農
林

産
物
等
の
展
示
、
即
売
方
法
の

視
野
を
広
げ
、
野
菜
・
花
き
の

生
産
、
流
通
、
加
工
等
の
生
産

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
埼

玉
県
三
郷
市
の『
産
業
フ
ェ
ス
タ

2
0
0
8
』を
視
察
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
の
で
報
告
い
た
し

ま
す
。

三
郷
市
ま
で
は
、
常
磐
自
動

車
道
で
2
時
間
半
で
着
き
、
会
場

と
な
っ
た
三
郷
市
役
所
は
三
郷

イ
ン
タ
ー
を
降
り
て
す
ぐ
の
場

所
に
位
置
し
、
と
て
も
身
近
に
感

じ
ま
し
た
。
会
場
で
は
、
三
郷

市
長
が
出
迎
え
て
く
だ
さ
り
、
一

緒
に
会
場
案
内
も
し
て
下
さ
い
ま

し
た
。
産
業
フ
ェ
ス
タ
は
、
農
業

祭
・
商
工
ま
つ
り
・
消
費
生
活
展
を

合
同
で
開
催
さ
れ
て
ま
し
た
。
農
業

祭
の
会
場
に
は
宝
船
に
収
穫
さ
れ

た
野
菜
が
積
ま
れ
参
加
者
一
同
「

広
野
町
収
穫
祭
の
宝
船
が
懐
か
し

い
な
あ
。
」
と
見
入
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
商
工
ま
つ
り
の
会
場
に
は

各
事
業
所
が
製
造
品
の
展
示
を
行

っ
た
り
、
市
商
店
の
小
売
業
者
が
、

衣
・
食
料
品
、
日
用
品
の
即
売
を

行
っ
て
賑
わ
い
を
見
せ
て
お
り
ま

し
た
。
今
回
、
我
が
広
野
町
で
も
、

出
店
依
頼
が
あ
り
、
他
に
交
流
を
図

っ
て
い
る
上
越
市
、
安
曇
野
市
と

テ
ン
ト
を
並
べ
て
、
新
米
コ
シ
ヒ
カ

リ
、
干
し
し
い
た
け
等
を
展
示
し
販

売
に
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
。
私
も
テ

ン
ト
に
入
り
販
売
を
手
伝
っ
て
み

ま
し
た
が
、
イ
ン
パ
ク
ト
の
強
い
特

産
品
で
な
い
と
な
か
な
か
販
売
は

難
し
い
と
痛
感
し
ま
し
た
。

最
後
に
、
今
回
の
交
流
を
機
に

広
野
町
の
収
穫
祭
に
も
三
郷
市
が

参
加
出
店
し
て
、
更
な
る
交
流
を

深
め
ら
れ
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
今
回
の
視
察
で
学
ん
だ
こ
と

を
今
後
の
広
野
町
の
収
穫
祭
に
も

反
映
で
き
る
よ
う
皆
で
協
議
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

4年1組の
皆さん皆さん

4年2組の
皆さん皆さん

4年1組の
皆さん

4年2組の
皆さん
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平成20年度�森林環境交付金事業平成20年度�森林環境交付金事業

広野
小学校

広野
中学校

広野
小学校広野

中学校

4年1組の
皆さん

4年2組の
皆さん
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Hirono Town Public Information
編集・発行/広野町役場総務課企画グループ
　　　　　  　（0240）27－2114
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2009年

1月
（1/9～24）
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2009年

1月
（1/25～2/7）
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